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国民年金保険料が増額に
４月支払い分から

ID 1002824　■問尼崎年金事務所☎ 6482－ 4591■FAX 6482 － 1438
国民年金保険料は4月支払い分から令和２年度と比べ

70円上がり、月額１万6610円になります。納付書か口座
振替で納めてください。
◆納付書で納めている人　４月上旬に日本年金機構か

ら送付される各月分の納付書で支払ってください。なお、
同封されている前納分の納付書で１年分を前もって納める

と、支払額から、3,540円割り引かれます（６カ月分を前
納すると810円割り引き）。
◆口座振替で納めている人　４月下旬以降に同機構から

国民年金保険料口座振替額通知書が送付されます。
◆２年前納で納めたい人　４月中であれば現金納付の

み可能です。支払額から、１万4590円割り引かれます。

介護保険料決定通知書は６月に送付します
65歳以上の皆さんへ

ID 1009853　■問介護保険事業担当☎ 6489－ 6376■FAX 6489 － 7505
令和３年度の65歳以上の人の介護保険料は、４月１日
現在の被保険者本人と、世帯員の課税状況などにより決定
し、６月中旬に介護保険料決定通知書を送付します。
◆保険料の支払い方法　【特別徴収（年金からの天引
き）で納めている人】▷２月の納付額と同額の保険料を４
月・６月▷残りの保険料を８月・10月・12月・来年２月

｜ ｜ の年金から特別徴収します【普通徴収（納付書や口
座振替）で納めている人】４月・５月は保険料の請求はあ
りません。６月～来年３月までの10回払いで納めていた
だきます。
納付書で納める人には、同通知書とは別に１年分の納付
書を一括で送付します。
新たに特別徴収が始まる人へ
４月・６月から新たに特別徴収が始まる人には介護保険
料特別徴収開始のお知らせを送付します。■対令和２年６
月２日～ 12月１日に、▷65歳になった▷本市に転入した

｜ ｜ 人で、年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給見
込みで、特別徴収ができると日本年金機構などから本市に
通知があった人。
◆送付時期　【令和２年６月２日～ 10月１日に対象とな
った人】４月受給分の年金から特別徴収が始まるため、３
月中旬に送付しました【令和２年10月２日～ 12月１日に
対象となった人】６月受給分の年金から特別徴収が始まる
ため、５月中旬に送付します。
減免の継続申請を忘れずに
令和３年度の保険料はまだ決定していませんが、令和２
年度に減免を受けていた保険料所得段階が第３段階の人に
は、順次、減免事前申請書を送付します。令和３年度も収
入状況などの条件を満たし、引き続き減免を希望する人は
申請してください。なお、第２段階の人は、減免の対象と
はなりません。■申４月12日～ 15日に直接市役所北館３階
介護保険事業担当。
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市の組織を改正しました
ご確認を

ID 1024234　■問行政管理課☎ 6489－ 6196 ■FAX 6489 － 6170
今後取り組む施策などを効果的に推進するため、市の組
織を改正しました。主な変更点は下記の通りです。
新型コロナウイルス感染症への対応
◆新型コロナウイルス総合支援担当（総合政策局）　引き
続き市民一人ひとりに寄り添った支援を行うとともに、ウィ
ズコロナ・ポストコロナを見据えた行政課題の解決に向け、
機動的な調整機能の強化を目的として設置。
◆窓口サービス推進担当（総務局）　今後の窓口業務での
オンライン申請の導入など、「新しい生活様式」に沿った行
政サービスの推進に向け、窓口施策の企画立案やシステム
関係業務の体制整備を目的として市民サービス部に設置。
◆調整担当（健康福祉局）　新型コロナウイルス感染症の
拡大状況などを踏まえ、保健・福祉施策の円滑な推進に向
けた関係部局などとの調整機能の強化を目的として保健部
に設置。
◆公害健康補償課の廃止　公害病認定患者数の減少に伴
い、疾病対策課に統合。
重点的に取り組む項目
◆児童相談所設置準備担当（こども青少年局）　児童相談
所の設置に向け、設置する時期や場所をはじめとする課題

の検討・準備体制として設置。
◆学校 ICT推進課（教育委員会事務局）　「GIGAスクー
ル構想」の推進に向け、これまで以上に教員の指導力の向
上や ICTを活用した学習活動の充実に取り組むため、学校
教育部から教育総合センターに移管。
◆都市戦略推進担当（都市整備局）　定住・転入促進に向
けたエリアマネジメントの推進など、局内横断的な取り組
みに係る推進体制の強化を目的として設置。
◆市街地整備課の廃止　都市戦略推進担当の設置に併せ
て、密集市街地や隣地統合に係る事業を移管し、市街地整
備課を廃止。
行政運営体制の整備
◆総合計画担当（総合政策局）　令和5年度を開始年度と
する次期総合計画の策定に係る体制強化として設置。
◆財務担当（消防局）　持続可能な消防体制の構築に向け、
消防施設・設備の効果的な運用など、将来的な課題解決に
向けた取り組みを進める体制として設置。
◆監査第１担当・監査第２担当（監査事務局）　監査制度
の見直しに伴う監査機能の高度化・深化に対応する体制と
して設置。

在宅高齢者等あんしん通報システム事業
４月から緊急通報システム事業が変わります

ID 1004072　■問社会福祉協議会各支部事務局（下表参照）
単身高齢者などの皆さんが自宅で安心して暮らせるよう、
緊急通報システム事業が「在宅高齢者等あんしん通報シス
テム事業」に変わります。主な変更内容は下記の通り。
主な変更内容
◆利用に必要であった近隣協力員の登録を廃止し、緊急
時には利用者からの通報で24時間いつでも受信センター
の職員が駆け付けて対応します。
◆新たに携帯電話回線を利用した機器を導入します。
◆「お元気コール」として月１回、受信センターから利
用者に電話をして安否などを確認します。

■対▷65歳以上の単身世帯▷身体障害者手帳１・２級を
持つ64歳以下の単身世帯──など ■¥ 固定電話型は月額
1,100円。携帯電話型は月額1,980円（生活保護受給世帯
と市民税非課税世帯は無料）■申４月１日から■問社会福祉協
議会各支部事務局（下表参照）。

シニア情報ステーションを設置しています
高齢者の皆さんなどに情報を届けます

ID 1024351　■問包括支援担当☎ 6489－ 6356 ■FAX 6489 － 6528
新型コロナウイルス感染症の影響で外出の機会が減って

いる中、高齢者の皆さんなどに情報を発信するため、市内
の薬局や診療所、金融機関、スーパーなど普段よく行く場
所に「シニア情報ステーション」を設置しています。
同ステーションは、市内に約150カ所あり、▷フレイル予

防に関する情報▷認知症でも安心して暮らすことができる情
報──などを掲載したパンフレットを配布しています。

また、同ステーションの設置店舗などでは訪れた人の困り
事などをお聞きし、必要に応じて市や地域包括支援センター
などの支援先につなぐ取り組みを進め
ています。
なお、貼り付け可能な店舗などには、

同ステーションの目印としてステッカー
（右図参照）を貼り付けています。

支 部 問い合わせ先
中央 ☎6482－1790■FAX 6489－9300
小田 ☎6488－5443■FAX 6488－5459
大庄 ☎6419－8225■FAX 6419－8226
立花 ☎6427－7770■FAX 6427－7007
武庫 ☎6431－7884■FAX 6431－9542
園田 ☎4950－0410■FAX 6491－2364


